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1.化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称 :エチレン (可燃性)

製品コー ド   :
会 社 名   :

連絡先: Tel
E―mail・
                         :FAX:

整 理 番号      ': エラ・レン (可燃性)
緊急連絡先   ・

2.危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響

所

Ｆエユロ当

住

担

空気中での爆発限界が低く、又、引火性も極めて高い

ので爆発火災に対する危険性が大きい。

高温、高圧下では分解爆発を起こす。

移送時の流動や噴霧、漏れなどの際に静電気を発生し

やすく、わずかな放電火花で爆発する危険性がある。

高圧ガス容器からガスが噴出し、日に入れば、日の損

傷、あるいは失明のおそれがある。

高濃度のこのガスを吸入すると、麻酔作用があり、ま

た窒息により死亡することがある。

超低温のため、直接または超低温状態の配管等に接触

すると凍傷を起こすことがある。

超低温容器または貯槽が高温にさらされると、容器内

の圧力が異常上昇して破裂のおそれがある。

GHS分類

物理化学的危険性

健康に対する有害性

環境に対する有害性

GHSラベル要素

絵表示

注意喚起語

危険有害性情報

高圧ガス

深冷液化ガス

可燃性・引火性ガス

高圧ガス

水生環境有害性 (急性)

水生環境有害性 ‖曼性)

:危険

:極めて可燃性/引火性の高いガス

:熱すると爆発のおそれ

:凍傷または負傷するおそれ

:眠気やめまいのおそれ

:水生生物に有害

:長期的影響により水生物質に有害

区分 1

圧縮ガスまたは深

冷液化ガス

区分 3

区分 3

特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露)区分3(麻酔作用)

記載がないものは分類対象外または分類できない

κ
υ
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注意書き [安全対策]:屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
:熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけるこ

と。

:粉 じん/煙/ガス/ミ スト/蒸気/ス プレーを吸入しないこと。

:使用前に取り扱い説明書を入手すること。

:すべての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。

:指定された個人用保護具を使用すること。

:こ の製品を使用するときは、飲食または喫煙をしないこと。

:取 り扱い後はよく手を洗うこと。

[応急措置]:漏洩ガス火災の場合には、漏洩が安全に停止されない限り
消火しないこと。安全に対処できるならば着火源を除去す

ること。

:吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい

姿勢で休息させること。

:暴露した場合、医師に連絡すること。

:気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。

[保管] :施 錠して保管すること。
:日 光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

[廃棄]  :内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物
処理業者に業務委託すること。

3.組成及び成分情報

単一製品 。混合物の区別 :単一製品
化学名又は一般名

“

ヒ学式):エチレン(C2H0

成分及び含有量 :

官報公示番号

化学物質  CASNo  分子量  化審法  安衛法  成分濃度
エチレン  74-85-1 28.00  適用外  適用外  99.9%以上

4.応急措置

吸入した場合     :新 鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、医師に連絡
する。

:呼吸が弱っている場合、加湿した純酸素を吸入させる。

:呼吸が停止している場合には人工呼吸を行う。

皮膚に付着した場合  :直ちに汚染された衣服や靴を脱ぎ、多量の水で充分に洗う。
目に入った場合    :多 量の流水で注意深く洗眼し、直ちに医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合    :口 を大量の水ですすぐこと。直ちに医師の診断を受ける。
応急措置をする者の保護 :漏出ガスが空気または酸素と混合し、燃焼、爆発を起こす

危険を防く
い
ため、換気を行い拡散させること。

:こ のガスが漏洩または噴出している場所は、空気中の酸素

濃度が低下している可能性があるので、換気を行い、必要

に応じ陽圧自給式呼吸器を着用する。

5.火災時の措置

消火剤 :自己火災の場合には、速やかにガスの供給を停止すること。

供給を停止できない場合は、噴霧散水しながら、このガス
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がなくなるまで燃焼させるとともに、火災の拡大および類

焼の防止に 努める。

:周辺火災に合わせた消火斉」を使用する。

:容器の昇温を防く
゛
ため、水で容器を冷却する。

使ってはならない消火剤 :棒状注水

災時の特有の有害危険性 :容器が火炎にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動

し、このガスが噴出する。

:火災によって刺激性、または毒性のガスが発生するおそれ

がある。

:内圧の上昇が激しいときは、容器の破裂に至ることもある。

容器弁が壊れたときなどは、容器はロケットのように飛ぶ

ことがある。

:容器を安全な場所に搬出すること。搬出できない場合には、

できるだけ風上から水を噴霧して容器を冷却すること。

:火が消えた後も漏洩が続く場合には、そのガスにより爆発

を起こしたり、中毒により被害を拡大させる恐れがある。

:移動可能な容器は速やかに安全な場所に移すこと。

特有の消火方法    :火 災を発見したら、まず部外者を安全な場所へ避難させる。
:漏洩が安全に停止されない限り、消火しないこと。

:安全に対処できるのならば、着火源を除去すること。

:危険でなければ火災区域から容器を移動する。

:ガスの滞留しない場所で風上より消火し、漏洩防止処置を

施す。

:移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。

:消火後も、大量の水を用いて充分に容器を冷却する。

:漏洩部や安全装置に直接水をかけてはいけない。凍る恐れ

がある。

:消火活動は、有効に行える充分な距離から行う。

:周辺設備等の輻射熱による温度上昇を防止するため、水ス

プレーにより周辺を冷却する。

:周辺及び漏洩状況から判断して消火すると危険が増すと

考えられるときは火災の拡大延焼を防止するため周辺に噴

霧散水しながら容器内のガスが無くなるまで燃焼させる。

消火を行う者の保護  :適切な空気呼吸器、耐火手袋、耐火服等の保護具を着用
し、火炎からできるだけ離れた風上から消火にあたる。

6.漏出時の措置

人体に対する注意事項、 :窒息の危険を防ぐため、窓や扉を開けて換気を良くするこ

保護具及び緊急時措置 と。換気設備があれば、速やかに起動し換気する。
:大量の漏洩が続く状況であれば、漏洩区域をロープ等で囲

み部外者が立ち入らないよう周囲を監視する。

:漏洩区域に入る者は、陽圧自給式呼吸器を着用すること。

:空気中の酸素濃度を測定管理すること。

環境に対する注意事項 :漏れた液には土、砂をかけるなど、周辺への流出を防ぎ、
換気を充分にして蒸発させる。または散水し蒸発を促して

も良い。この際、液体が下水、側溝、低所に入り込まな

いように注意すること。
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回収、中和、封じ込め

及び浄化の方法・機羽
二次災害の防止策

人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置

:漏洩したこのガスは換気を良くし、速やかに大気中に

拡散、希釈させる。この物質は蒸発させてもよい。

:漏出源を遮断し、漏れをlLめる。

:着火を防く
゛
ため、全ての着火源を速やかに取り除くこと。

:排水満、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防

く
゛
。

:漏洩物または漏洩源に直接水をかけない。

:風下の人を退避させ、漏出場所周辺は立入禁止とすると

ともに、火災爆発の危険性を警告する。

:高濃度では、窒息性のガスであるため、漏洩したガスが

滞留しないように注意すること。

:適切な保護具 (送気マスクまたは空気呼吸器、ゴーグル

型保護眼鏡または防災面、耐薬品性手袋など)を着用し、

風上から作業を行う。

:低温で使用すると供給ガス組成が変化する可能性があり、低

温での使用は注意すること。

:容器には、転落、転倒等を防止する措置を講じ、かつ粗暴な

扱いをしないこと。倒れたとき、容器弁の損傷等により、高

圧のガスが噴出すると、容器がロケットのように飛ぶことが

ある。

:容器の使用前に、容器の刻印、塗装 (容器の表面積の1/2以上

ねずみ色)、 表示等によリガス名を確かめ、内容物が目的のも

のと異なるときには使用せずに、販売元に返却すること。

:容器弁の開閉に使用するハンドルは所定の物を使用し、容器

弁はゆっくり開閉すること。

:開閉に際し、ハンマー等でたたいてはならない。手で開閉が

できないときは、その旨明示して、販売者に返却すること。
:容器から直接使用しないで、必ず圧力調整器を使用すること。
:圧力調整器の取り付けにあたっては、容器弁のネジ方向を確
かめてネジにあったものを使用すること。

:圧力調整器を正しい要領にて取り付けた後、容器弁を開ける

前に、圧力調整器の圧力調整ハンドルを反時計方向に回して

ゆるめ、その後、ゆっくりと容器弁を開く。この作業中は、

圧力調整器の側面に立ち、正面や背面に立たないこと。

:継手部、ホース、配管および機器に漏れがないか調べること。

漏洩箇所の検査には、石けん水等の発泡液による方法が簡単、

安全で確実である。

:作業の中断あるいは終了後、作業場所を離れるときは、容器

弁を開じる。その後、圧力調整器内のガスを出し、圧力調整
ハンドルをゆるめておくこと。

:容器を電気回路の一部に使用しないこと。特に、アーク溶接

時のアークストライクを発生させたりして損傷を与えないこ

と。

:容器弁等が氷結したときは、4。 ℃以下の温水で温め、バー

ナー等で直接加熱しないこと。

取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意

技術的対策
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